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１．川内川水系における水害に強い地域づくりについて

・一定規模の洪水を河道内で安全に流下させる対策を推進
・治水対策により様々な土地利用が可能となる一方で治水
とまちづくりの連携が希薄になる傾向
・洪水氾濫した場合の対策としては、主として避難等で対
応

・近年の気象変動により、集中豪雨等の異常気象が増加
・施設整備には長い期間が必要であり、施設の整備途上
で浸水被害が頻発
・地域コミュニティの衰退、少子高齢化等の進展により、
氾濫した場合の対策がますます重要

【これまでの治水対策を取り巻く状況】 【近年の治水を取り巻く環境】

■背景

■川内川流域全体で甚大な被害が発生

・平成１８年７月１９日から２３日にかけて発生した豪雨災害により、川内川流域の３市３町において、

浸水面積２,７７７ｈａ、浸水家屋２,３４７戸（床上：１ ,８４８戸、床下：４９９戸）の広範囲かつ甚大な被害が発生
■川内川が河川激甚災害対策特別緊急事業（以下「激特事業」という）に採択

・平成１８年１０月４日、川内川が河川激甚災害対策特別緊急事業に採択

■問題点・課題

■対応策（案）

しかしながら、ハード対策だけで全ての洪水氾濫から防御することは不可能

氾濫した場合でも被害を最小限に抑える対策を確立することが必要不可欠

■川内川水系における水害に強い地域づくりに向けた体制づくり

・平成１８年７月洪水における課題、ニーズ等の把握（ヒアリング調査、アンケート調査の実施）

・川内川水系水害に強い地域づくり委員会の設置 等

■具体的な実施体制の確立

・委員会提言を踏まえた行政等の連携、実施体制の確立

・地域住民による地域防災力向上のための継続した取組みを支援 等



２．川内川水系水害に強い地域づくりの方向性

水害に強い地域づくり

共 助 公 助

地域の力で助け合う

自分だけでは解決や行うことが困難
なことについて、周囲や地域が協力し
て行うこと。

個人・地域の防災力の向上を支援

個人や周囲、地域あるいは民間の力
では解決できないことについて、公的
機関が行うこと。

■自助・共助・公助をキーワードに、水害に強い地域づくりを行う。
■防災意識の高揚を図り、被害軽減の取組を行う。

自らの安全は自らの力で

自分の責任で、自分自身が行うこと。

自 助



３．川内川水系水害に強い地域づくりに向けての行程案

■川内川水系水害に強い地域づくり
委員会
委員会は、提言を行うことを目的

とし具体的なソフト対策は推進協議
会を軸として検討を行う。

■川内川水系水害に強い地域づくり
推進協議会
提言を基に具体的なアクションプ

ログラムを策定し、実行に移すため
の機関。

川内川水系水害に強い地域づくり委員会川内川水系水害に強い地域づくり委員会

国・県・自治体・住民・その他関係機関国・県・自治体・住民・その他関係機関

川内川水系水害に強い地域づくり推進協議会
（国・県・自治体・住民代表）

川内川水系水害に強い地域づくり推進協議会
（国・県・自治体・住民代表）

アクションプログラムの作成アクションプログラムの作成
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アドバイザー
例：自主防災組織関係者等

アドバイザー
例：自主防災組織関係者等

ただし、緊急的に着手
できるものは着手

ソフト対策の着手ソフト対策の着手

国国

各自治体
（ＮＰＯ、住民等）
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勉強会
（アドバイス）

各機関でのソフト対策の検討

鶴田ダムの洪水調節に
関する検討会

具体的なソフト対策の検討
（国・県・自治体・住民代表）
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４．川内川水系における水害に強い地域づくり実施スケジュールの詳細（案）

■今回洪水等を踏まえた課題、ニーズの抽出
・平成１８年度内に川内川流域住民への意識調査（アンケート調査）及び市町等へのヒアリング調査を実施
■川内川水系水害に強い地域づくり委員会の開催
・平成１９年４月下旬に「川内川水系水害に強い地域づくり委員会」を立ち上げ、平成１９年７月下旬を目標
に提言をまとめる
■委員会提言を踏まえた行政（河川管理者、地方自治体）、地域住民等の対応
・行政等による委員会からの提言を踏まえた具体的な行動計画の作成及び対策の実施
・地域住民への提言内容の周知及び地域住民による地域防災力向上のための継続した取組みを支援

平成１９年３月まで平成１９年３月まで
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第１四半期第１四半期 以降、激特事業の実施期間以降、激特事業の実施期間
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①事務所からの
話題提供

②意識調査結果等
の報告

③課題の設定 等

○提言内容の確認
等

○課題、ニーズを踏まえた迅速な対応

第１回第１回第１回 第２回第２回第２回

①提言項目の設定
②提言内容の検討
等

○川内川流域住民への意識調査

○地方自治体等へのヒアリング調査
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の
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①提言内容を踏まえた行動計画の作成
及び対策の実施
②地域住民への提言内容の周知 等

■実施スケジュール（イメージ）

第３回第３回第３回

第２四半期第２四半期

水害に強い地域づくり推進協議会

課題、ニーズの抽出・整理課題、ニーズの抽出・整理

行政等への提言行政等への提言

川内川水系水害に強い地域づくり委員会
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